様式第１号（第６条関係）
　　　　年　　月　　日

越前市長　殿

申請者	住　　所　　
ﾌﾘｶﾞﾅ　　
氏　　名　　
連絡先　　　　－　　　－　　　　
生年月日

越前市中古住宅リフォーム事業補助金交付事前確認書

　正確に登記されている住宅について、越前市中古住宅リフォーム事業補助金の交付を受けたいので、越前市中古住宅リフォーム事業補助金交付要綱の規定により、事前確認書を次のとおり提出します。
　また、この事前確認に当たり、私の世帯の住民登録の状況、私の市税等の納付状況その他必要なことを市長が確認することに同意します。
記
	申請予定額
（チェックリスト３）
	金　　　　　　　　　　　円

	補助対象者区分
（チェックリスト１）
	□子育て（１８歳未満の子　　人）（胎児　　人）
□新婚（婚姻日　　　　年　　月　　日）
□移住　□就農　□伝統産業就労　□大家

	住宅の所在地
（アンケート）
	越前市
（共有者　有・無）

	住宅部分延べ床面積
（チェックリスト２）
	㎡（７０㎡以上）

	リフォーム見積額
	円

	リフォーム契約予定日
	年　　月　　日

	住民登録完了予定日
	年　　月　　日

	住宅が安心Ｒ住宅か否か
	□安心Ｒ住宅ではない（チェックが必須です）

	施工予定業者
	業者名　　　　　　　（担当者名　　　　　　）

	
	所在地

	
	連絡先　　　　－　　　　－

	他の補助制度との併用
（補助対象経費の重複はできません。）
	□補助金併用無し／併用補助金と補助対象経費の重複なし
併用補助金名（　　　　　　　　　　　　　　　　）




（添付書類）
(1) 中古住宅リフォーム補助金チェックリスト１（別紙１）
(2) 中古住宅リフォーム補助金チェックリスト２（別紙２）
(3) 中古住宅リフォーム補助金チェックリスト３（別紙３）
(4) 上記チェックリストに該当する添付書類



（別紙１）
中古住宅リフォーム補助金チェックリスト１
該当する箇所にチェックを入れてください。
（（次の表の区分の欄に１以上該当する必要があります。）
※特に指定がない場合は、事前確認書の提出時点の状況で判定してください。
	チェック
	区分
	内容
	提出書類

	
	子育て
	・子ども（申請年度の４月１日の年齢が１８歳以下）と同居
・妊娠中
	①世帯の住民票（越前市の住民票は添付省略可）
②（同居中の子どもがいない場合）母子健康手帳

	
	新婚
	・当該婚姻をした日から３年を経過していないもの
	①戸籍謄本

	
	パートナシップ宣誓
	・パートナシップ宣誓等をしている者であって、当該宣誓等をした日から３年を経過していないもの
	①パートナシップ宣誓等をしたことが分かる書類で、地方自治体が発行したもの

	
	移住
	・申請者又はその配偶者が、直近の福井県外の住民登録が連続して２年以上ある者で、次のいずれかに該当するもの
　(1) 県外から越前市に住所を移そうとする者
　(2) 県外から県内に転入した日の翌日から起算して３年を経過しないもの
	①戸籍の附票又は住民票（前住所の期間が分かるもの）

	
	移住
	・申請者又はその配偶者が、県外から県内の大学等に進学した者であって、その大学等を卒業した日の翌日から起算して、３年を経過しないもの
	①戸籍の附票
②大学等の卒業日が分かるもの

	
	就農
	・申請者又はその配偶者が、就農した者（認定農業者又は認定農業法人の従業員に限る。）であって、当該就農をした日から３年を経過していないもの
	①認定農業者又は認定農業法人の従業員であることが分かるもの
②就農開始日が分かるもの（税務署に提出した開業届の写し、就職した日が分かるもの等）

	
	伝統産業就労
	・申請者又はその配偶者が、越前和紙、越前打刃物又は越前指物の組合に属する事業所（以下「伝統産業という。」）に就労した者であって、当該就労をした日から３年を経過していないもの
	①伝統産業に属する事業所に就労したことが分かるもの
②就労日が分かるもの

	
	大家
	・リフォーム後にも、空家を賃貸する所有者
	①リフォーム後においても、空家をおうちナビを利用して賃貸する意思が分かる書類（添付１）


※正確な要件等は、越前市中古住宅リフォーム事業補助金交付要綱の本文の記載のとおりです。

（中古住宅リフォーム補助金チェックリスト１　添付１）
（別紙１の区分が「大家」に限る。）

越前市長　殿


事業計画書


私は、所有する空家について、越前市中古住宅リフォーム事業補助金の交付を受けてリフォームを行います。
また、不動産事業者を介し、おうちナビを利用して賃貸の相手方を募集します。
なお、この事業計画を履行しなかった場合は、交付された補助金の返還を求められても一切異議は唱えず、速やかに返還します。

　　　　年　　月　　日 

住　所　越前市　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　印　
（自署する場合には、押印を省略することができます。）






（別紙２）
中古住宅リフォーム補助金チェックリスト２

住宅リフォーム後に提出等を行えるものにチェックしてください。
別紙１の区分が「大家」以外の方は★、区分が「大家」の方は☆の全ての欄に該当する必要があります。
	チェック
	区分
	要件
	申請書提出時に提出する書類
（申請書は、住宅リフォーム後に提出）

	★
	居住要件
	・１０年以上越前市に居住すること。（大家を除く。）
	①誓約書（指定様式）


	★☆
	工事要件
	・リフォームを行ったことが分かること。
	①当該住宅のリフォームに係る契約書（申請者が単独で又は共同で契約したものであって住宅の場所、工事金額及び契約者が分かるもの）
②領収書等（申請者が単独で又は共同して当該契約金額を支払ったことが分かるもの）着手金等は、事前確認の前の支払可）
③リフォーム前と後が分かる写真
④決算書（指定様式）
⑤（併用住宅の場合）居宅に該当する部分の面積が分かる平面図

注　居宅には、併用住宅（建物の種類が居宅と居宅以外のもの（店舗等）が併記して登記されるもの）を含む。

	★
	定住要件
	・建築又は購入を行った住宅の所在地に住民登録を行うこと。（大家を除く。）
	①住民票（添付省略可）
②（申請書提出時に住民登録を移動できないとき）申請年度の３月３１日までに移動する旨の確約書（指定様式）

	☆
	おうちナビ要件
	・リフォームを行った住宅をおうちナビを利用して賃貸すること。（大家に限る。）
	①おうちナビでの当該住宅を案内している画面のコピー（添付省略可）など

	★☆
	期限要件
	・申請書を２月末日までに提出すること。
	・やむを得ない事情があると市長が認めるときは、申請書の提出期限を申請年度の３月１５日までに延長する。


　チェックリスト３に「申請書提出時」と記載のある書類の提出も必要です。
※正確な要件等は越前市中古住宅リフォーム事業補助金交付要綱の本文の記載のとおりです。


（別紙３）
中古住宅リフォーム補助金チェックリスト３

補助金の額
①補助額　②と③（合計金額）との少ない額

　　　　　　　　　　　　　　　円

②リフォーム費用（税込み）※÷３（１，０００円未満の端数切捨て）

　　　　　　　　　　　　　　　円
　※リフォーム費用には、次の費用は含まれません。
　　・建物の解体、除却のみを行う工事
　　・カーテン、家具、調度品等の購入、設置
　　・家庭用電化製品の購入、設置
　　・太陽光発電設備の設置
　　・ＣＡＴＶ（有線放送）、電話、インターネットの接続配線工事（更新及び修繕を含む。）
　　・維持管理工事（点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理）
　　・障子又はふすまの張替え、畳の表替え等の軽微な修繕等
　　・付属建築物の修繕等代
　　・併用する補助金と重複する補助対象経費

③該当する箇所について、金額を記載してください。
	金額
（万円）
	区分
	要件
	金額
	提出書類

	５０
	基本額
	・補助事業を行うこと。
・建物については、次の要件を満たすこと。
□申請年度又は前年度に購入された、おうちナビに登録されていた住宅であること。（大家を除く。）
□おうちナビに登録されている住宅であること。（大家に限る。）
□所有権が２分の１以上あること。
□居宅に係る床面積の合計が７０㎡以上ある建物であること。
□リフォーム後の住宅の延床面積の２分の１以上が居宅であること。
□工事の実施に当たって、空家の共有者の同意を得ていること。（申請者の所有権が１分の１未満の場合に限る。）

注　居宅には、併用住宅（建物の種類が居宅と居宅以外のもの（店舗等）が併記して登記されるもの）を含む。
	５０万円
	①リフォームの内容が分かるもの（見積書、図面、その他必要な書類）
②当該住宅がおうちナビに登録されていることが分かるもの（添付省略可）
③当該住宅の位置が分かる地図等
④申請者について、越前市税の滞納がないことが分かる書類（添付省略可）
⑤建物の登記事項証明書
⑥（申請者の所有権が１分の１未満の場合）空家の共有者の同意書（添付１）
⑦居住に係るアンケート（添付２）

	
	まちなか居住
	まちなか居住区域にある住宅であること。
	７０万円
	（当該住宅の位置が分かる地図等で、区域を特定できない場合）
①位置図（令和４年３月策定越前市中心市街地活性化プランＰ２で定める中心市街地の区域）（添付３）
②位置図（２０２５越前市立地適正化計画Ｐ１００で定める居住誘導区域）（添付４）

	
	子ども３人以上
（大家を除く。）
	申請書提出時において、３人以上の子どもと同居していること。
・子どもは、次の条件を満たすこと。
・申請年度の４月１日の年齢が１８歳以下の者
・事前確認時において胎児であった者
・申請書提出時に胎児であるものは含まない。
	２０万円
	・住民票（添付省略可）

	合計




万円
	
	
	
	


※正確な要件等は越前市中古住宅リフォーム事業補助金交付要綱の本文の記載のとおりです。


（中古住宅リフォーム補助金チェックリスト３　添付１）
（申請者の所有権が１分の１未満の場合）

越前市長　殿


事業同意書


共有する下記の空家について、登記事項証明書に共有者として記載されている私は、共有者（甲）が越前市中古住宅リフォーム事業補助金の交付を受けてリフォームを行うことに同意します。
（※相続登記等がなされていない場合は、申請することができません。）
（※共有者全員の同意がない場合は、申請することができません。）

　　　　年　　月　　日 

空家（所在地）　越前市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


リフォーム施行者（共有者（甲））住　所　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　印　
（自署する場合には、押印を省略することができます。）

共有者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　印　
（自署する場合には、押印を省略することができます。）

共有者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　印　
（自署する場合には、押印を省略することができます。）

共有者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　印　
（自署する場合には、押印を省略することができます。）


（中古住宅リフォーム補助金チェックリスト３　添付２）

中古住宅リフォームアンケート


Ｑ１　リフォームを行うのに当たり、決定に与えた影響の大きさを、0点〜10点で評価してください
（0点＝全く影響していない、10点＝非常に強い影響がある）
　　・住宅や設備の老朽化・劣化を改善したい			［　　　　点］
　　・設備（水回りなど）の不十分さや、使い勝手を改善したい［　　　　点］
　　・部屋の壁紙などを新しくしたい				［　　　　点］
　　・子ども部屋を設けるための間取り変更をしたい）		［　　　　点］
　　・生活の質を高めるため間取り変更・収納増などをしたい）	［　　　　点］
　　・家のメンテナンス（外壁・屋根・断熱改善など）をしたい	［　　　　点］
　　・家を自己流にデザイン変更したい				［　　　　点］
　　・越前市にリフォーム補助金があったこと			［　　　　点］
　　・その他（自由記述）						［　　　　点］
　　［自由記述　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

Ｑ２　リフォーム補助金がなかった場合、越前市で中古住宅を取得していましたか？
一つを選びチェックしてください。
　　□既に中古住宅を所有していた
　　□補助金がなくても、ほぼ確実に越前市で中古住宅を取得している
　　□補助金がなくても、おそらく越前市で中古住宅を取得している
　　□補助金がない場合は、どちらともいえない
　　□補助金がない場合は、おそらく別の市町村で中古住宅を取得している
　　□補助金がない場合は、ほぼ確実に別の市町村で中古住宅を取得している


Ｑ３　リフォーム補助金がなかった場合、中古住宅のリフォームを行いますか？
一つを選びチェックしてください。
　　□補助金がなくても、ほぼ確実にリフォームする
　　□補助金がなくても、おそらくリフォームする
　　□補助金がない場合は、どちらともいえない
　　□補助金がない場合は、おそらくリフォームしない
　　□補助金がない場合は、ほぼ確実にリフォームしない




Ｑ４　リフォームの補助制度を何でお知りになりましたか。（複数回答可）
　　□おうちナビ
　　□市広報
　　□市ＨＰ
　　□住宅メーカー・工務店等からの情報
　　□金融機関からの情報
　　□情報誌・広告チラシ等からの情報
　　□友人・知人等からの情報
　　□インターネット・ＳＮＳ等
　　□［その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］


Ｑ５　こんな補助制度があったらいい、など、越前市の住宅施策について、ご意見をお聞かせください。
　　［自由記述　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］




















このアンケートは、個人情報が特定されないように集計し、越前市の住宅政策などの行政運営の向上を図るために利用します。




（中古住宅リフォーム補助金チェックリスト３　添付３）
（住宅の位置が分かる地図等で、区域を特定できない場合）


住宅の位置は、次のとおりです。


位置図（令和４年３月策定越前市中心市街地活性化プランＰ２で定める中心市街地の区域）
[image: ]


（中古住宅リフォーム補助金チェックリスト３　添付４）
（住宅の位置が分かる地図等で、区域を特定できない場合）


住宅の位置は、次のとおりです。


位置図（２０２５越前市立地適正化計画Ｐ１００で定める居住誘導区域）
[image: ]
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